
東北農政局平鹿平野農業水利事業所交渉（全農林労働組合秋田分会） 

 

議 事 要 旨 

 

１． 開催日時：令和６年 12月９日（月） 17：30～：17:55 

２． 場  所：東北農政局平鹿平野農業水利事業所 大会議室 

３． 出 席 者：東北農政局平鹿平野農業水利事業所 横田憲一郎 所長 

同            藤原  守 次長 

   同    千葉  悟 庶務課長 

   全農林労働組合秋田分会  伊藤  正 委員長 

   同    加藤 久信 書記長 

   同    水戸 幸太 執行委員 

４． 議  題：労働諸条件の改善についてほか 

（全農林労働組合秋田分会提出 別添「要求書」） 

５． 議事概要 

 

【庶務課長】 

ただいまから全農林秋田分会からの要求に基づく交渉を開始します。 

 本日の交渉に先立ち、国家公務員法第 108 条の５の規定に基づく予備交渉の段階で取り決

めた事項を報告します。 

全農林秋田分会から提出された要求事項のうち「農林水産省における新たな労使関係の構

築に関する基本方針」のⅡの１の（３）に定められた要件を満たし、交渉事項とする事項は、

要求書の記のⅠの１のうち「職場における厳格な勤務時間管理を実施し、」を除く部分、Ⅰ

の２のうち「超過勤務の上限規制を完全に遵守するとともに、」及び「また、超過勤務手当

について全額支給すること。」を除く部分、Ⅰの３、Ⅰの４、Ⅰの５のうち「及び相談員制

度の機能化」を除く部分、Ⅰの６、Ⅰの７、Ⅰの８のうち「職員に対し、障害者に対する理

解を促進するための研修等を実施し、」を除く部分、Ⅰの９、Ⅱ、Ⅲとし、その他の事項に

ついては、管理運営事項等に該当することから要望事項として整理しておりますのでこれを

前提に交渉を始めます。 

 

【委員長】 

本日は、交渉の場を設けていただき感謝申し上げます。 

交渉にあたり、要求の趣旨について私から説明いたします。 

国営事業所で働く組合員は、農林水産省の政策を具現化するため、日々懸命に働いており

ます。農地の大区画化、農業水利施設の適切な更新・長寿命化など農業農村整備事業の着実

な遂行、また、震災、自然災害などからの復旧・復興に向け取り組んでいるところです。 

しかし、農業農村整備事業の予算・事業に対し、必要な人員が配置されていないことに起

因し、超過勤務の常態化など厳しい職場実態が続いていると認識しています。事業を円滑に

推進していくためには、組合員の労働条件を維持・改善することが喫緊の課題であり、早急

に改善を図ることが必要であると考えています。 



 

所長におかれましては、組合員の雇用・労働条件を維持・改善し、国民の期待に応える農

林水産行政の円滑な推進を図るため、要求事項の実現に向けて最善を尽くすよう要求します。 

それでは、要求事項の詳細について、書記長から説明します。 

 

【書記長】 

労働組合として、秋田分会組合員の労働実態を把握するため本年５月にアンケート調査を

実施しました。また、働き方改革からテレワークの実施もあり、通年的に労働実態を点検し、

その内容を「要求書」に取りまとめました。 

 

まず１点目は「労働諸条件の改善について」です。 

超過勤務については、アンケート結果によると、最も多かったのは、平鹿平野６月 47 時

間、成瀬皆瀬３月 50 時間でした。この時間は昨年より改善されたのでしょうか。  

超過勤務縮減に向けた当局からの回答では、「超過勤務の事前命令の徹底、業務の効率化、

業務見直しで超過勤務縮減、平準化を指示し、職員にも計画的業務遂行と効率化を求めてき

た。」としています。 

それでは、職場の働き方、超過勤務は改善されたでしょうか。  

職場の中で、就業前、昼休み、就業後等に業務が行われ、超過勤務の実績に表れないサー

ビス業務はないのでしょうか。GSS 端末での人材情報統合システムの管理となり、機械的な

勤務時間管理が可能となりました。 

そうすれば今の平鹿平野及び成瀬皆瀬建設所の職場はどうなっているのか、各管理者から

の報告を受けての平鹿事業所としての評価と、具体的な超勤実績を含めお答えください。 

 

５のセクハラ・パワハラについては、現在、職場にはないと聞いていますが、12 月４日～

10 日は「ハラスメント防止週間」にもなっています。 

ハラスメントは、職員に精神的、身体的な苦痛を与え、職員の人格や尊厳を害し、職場環

境も悪くします。業務の指示や指導としてもその態様が適切でなければハラスメントになり

得ます。受け手がハラスメントと感じないよう、しっかりと組合員の声を聞いて適切な対応

をとるようお願いします。 

 

６の諸休暇の取得については、年休、夏季休暇、育児休業、介護休暇で希望どおり取得で 

きたかの問いに対し、年休について「取得できなかった」の声がありました。 

業務の都合等で自己犠牲が明らかになっております。 

是非ともまふ改革「仕事の心得」で所長が話されている、仕事の進め方にあった「雑談タ

イムや相手の話に耳を傾ける」、柔軟な働き方の取組の「常日頃の相互のバックアップ体制」

の実現で、諸休暇取得でも申請しやすいようお願いします。 

 

７のワークライフバランスの確保については、子どもや両親等の育児や介護を負う職員は、 

忙しい仕事を担いながらもその職責で我慢させられています。仕事、家庭のどちらが大事の 

議論はもはやタブーで、どちらも大事に決まっています。 



過労死防止法施行から 10 年、働き方改革も進められています。テレワーク、フレックス

タイム、育児休業、介護休暇、年休を駆使しながら、計画的・効率的業務遂行と意識改革を

お願いします。 

 

８の障害者雇用については、平鹿平野事業所には配置されていないと聞いておりますが、

是非とも、障害者に寄り添った職場環境の整備をお願いします。 

 

９の明るく働き甲斐のある民主的な職場の確立については、良い仕事をするうえで大切な

事なので、引き続き日頃のコミュニケーションを大切に、風通しの良い職場作りをお願いし

ます。 

 

Ⅱの福利厚生施策の充実については、職員が仕事上で心の病になることは決してあっては

ならないことです。業務調整を含めて管理職が日頃から気配りを行い、何でも相談できる職

場環境作りを行っていただきたい。 

 

Ⅲの人事評価については、本来の目的は人材育成と能力開発であり、それが組織力、ひい

ては行政サービスの向上につながるものであります。評価者、被評価者でトラブルのない指

導、助言、コミュニケーションを大切に行っていただきたい。 

組合員では、低位級で昇給停止になった者が、何が原因なのか、不満を漏らす組合員もお

ります。被評価者への指導・助言、話合いがどうだったのかその点も評価に値します。 

是非とも、日頃のコミュニケーションを大切にし、理解と合意に達した評価をお願いしま

す。 

 

 

【所長】 

秋田分会の皆様には、国家公務員や農林水産省を取り巻く環境が厳しい中、日頃から農林

水産行政の推進にご尽力いただきありがとうございます。 

要求事項のうち、先ほど確認した交渉対象事項に関するものについて、順次回答します。 

 

Ⅰの「労働諸条件の改善について」のうち超過勤務の縮減についてですが、職員の健康管

理、仕事と家庭の両立のためにも、長時間にわたる超過勤務を防止することは重要であると

認識しております。 

一方、限られた人員で必要な業務を行う必要性から、超過勤務は避けて通ることのできな

いものであると認識しております。 

当事業所では、各管理職に対して超過勤務の事前命令を徹底した上で部下の業務遂行状況

を把握し、業務の効率化、業務分担の見直し等を行い、超過勤務の縮減、業務の平準化を図

るよう指示しています。 

また、現場技術業務を発注し職員の負担軽減に努めております。 

職員の皆様に対しても、計画を立て効率よく業務を進め、超過勤務を縮減できるようにお

願いしているところであり、超過勤務上限の原則である月 45 時間及び年 360 時間以内を目



安とするのではなく、超過勤務の縮減のため、今後も必要な措置を講じてまいります。 

 

次に、勤務間インターバルの確保については、職員の 11 時間の勤務間インターバルの確

保を努力義務として規定したところであり、職場内においても管理職をはじめ職員全員に周

知しており、職員の超過勤務の縮減や健康確保と併せて勤務間インターバルの確保に努めて

まいります。 

 

次に、セクシュアルハラスメント・パワ－ハラスメントについては、職場の人間関係、円

滑な業務遂行等、職場環境に大きな影響を与える問題と認識しております。 

事業所としては、ハラスメント防止週間におけるポスタ－等の掲示のほか、研修教材を活

用しハラスメントに関する職員の認識を深め、その防止に努めているところです。 

今後も、セクシュアルハラスメント等の防止策に取り組み、良好な職場環境の構築に努め

てまいります。 

 

次に、年次休暇、夏季休暇の取得については、職員の健康保持、心身のリフレッシュ、ひ

いては業務の効率化のためにも重要であると認識しております。 

休暇計画表を活用し計画的な年次休暇の取得を促すとともに、ゴ－ルデンウイーク、夏季

休暇取得期間、年末年始には、所内の休暇予定を事前に取りまとめることで、各管理職が課

内の業務調整を行うなど、長期休暇を取得しやすい職場環境の整備に努めております。 

 

次に、ワ－クライフバランスの確保、育児休業等の取得については、職員の皆様により良

い仕事をしていただくためには仕事と家庭の両立が重要であり、これの支援として有効な制

度であると認識しております。 

職員が育児休業等を取得しやすい環境となるよう、管理職と職員が日常的にコミュニケ－

ションをとる職場環境の確立に努めております。 

 

次に、障害者雇用については、雇用された障害者の方が働き続けられる様、フォロー体制

をはじめとするソフト面の環境を整備することは必要と認識しておりますので、これらにつ

いて職員の理解促進に努めてまいります。 

 

次に、管理職と職員とのコミュニケーションを大切にし、明るく働きがいのある職場の確

立については、日常的な指導・助言等、コミュニケーションを持つことは、所内の意識の共

有や業務改善につながるほか、職場の実情の把握について基礎的な手段と認識しております。 

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、何でも相談できる風通しの良い職場環境

の維持に努めてまいります。 

 

次に、Ⅱの「福利厚生施策の充実について」は、職員の健康管理において重要であると認

識し、メンタルヘルスへの対策については、「農林水産省職員の心の健康づくりのための指

針」を基本として取り組んでおり、市内の内科医に健康管理医をお願いし、職員からの健康

相談に対応できる環境を整えております。 



また、各管理職には、職員の超過勤務の状況、休暇の取得状況を把握し、精神面を含めた

職員の健康状態に気を配るよう指示するとともに、予防と早期発見に努めております。 

 

最後に、Ⅲの「人事評価制度について」は、評価結果が人事・給与等の処遇に活用される

ことを認識した上で、期首・期末面談を丁寧に行うよう心がけ、業務目標等への助言・指導

を行い、職員の能力開発に繋がるように努めているところです。 

業務の打合せ等で職員と話す機会は多々ありますが、期首・期末面談は職員個々の業務に

対する取組について直接コミュニケ－ションを取る良い機会であると考えており、今後も丁

寧な対応に努めてまいります。 

 

以上が要求書に対する回答です。 

 

【委員長】 

所長からも分会の要求の趣旨も含めてご理解いただき、日常の取組内容等をお話しいただ

きました。所長をはじめ管理職員の皆様のご理解のもと、様々な対策が講じられていること

を私どもも認識したところです。引き続きよろしくお願いします。 

 

【庶務課長】 

以上で、本日の交渉を終了します。 






